
令和7年度法律相談事業実施状況
川崎市

申込日 相談区分 相談概要 実施日 相談方法 支援内容 処理

1 R7.10.17
入居者へ
の退所勧
告

入居者の認知症の進行に伴う暴言
暴力の憎悪により、スタッフがけ
がを負ったため、医療介入につい
て家族に相談するも応じてもらえ
ず、将来の死亡後の身元引受も拒
否。利用契約に則り退所としたい
が法的に問題ないか。

R7.11.11 対面相談

・施設からの退所勧告は「正当な理由」の
有無が判断基準となる。
・今回は医療面・安全面での理由はあるも
のの、施設単独で退所を決定するのは困
難。
・後見人を立て入院治療の調整を進めるこ
とが現実的な対応策である旨教示。

相談のみ
で終了
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